アイプラザ豊橋条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年６月３０日

豊橋市長　　長　坂　尚　登

豊橋市規則第４０号
アイプラザ豊橋条例施行規則の一部を改正する規則

　アイプラザ豊橋条例施行規則（平成24年豊橋市規則第39号）の一部を次のように改正する。
　次の表のように改める。
（下線部分は改正部分）
	改正後
	改正前

	（休館日）
	（休館日）

	第３条　休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
	第３条　休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

	(１)　（略）
	(１)　（略）

	(２)　１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで
	(２)　１月１日及び12月29日から同月31日まで



　　　附　則
　この規則は、令和９年４月１日から施行する。

